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 都市計画市素案説明会 

１ 



１ 経緯 

２ 地区の概況 

３ 都市計画提案の概要 

４ 都市計画提案評価委員会での評価  

５ 都市計画市素案の概要 

６ 今後の都市計画手続 

２ 



１ 経緯 

１ ３ 



 今回の都市計画の決定・変更は、「都市計画提案
制度」に基づく提案があったため行うものです。 

住民等がより主体的かつ積極的に都市計画に関わって

いくことを可能とするための制度として創設 

 （趣旨） 

土地所有者等が、一定の条件を満たしたうえで、地方公

共団体に対し、都市計画の決定又は変更を提案できる 

 （内容） 

都市計画提案制度とは （都市計画法第21条の２） 

経 緯 ４ 



都市計画提案評価委員会 

平成25年12月13日 
都市計画提案書の受理 

都市計画提案説明会 

都市計画提案公聴会 

提案者 ： 横浜共立学園・横浜学院 

 

都市計画市素案の説明会（本日） 

必要な修正を加えて市素案を作成 

5 経 緯 

平成26年２月13日 

平成26年３月13日 

平成26年４月24日 
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２ 地区の概況 

６ 



提案区域 
面積 約3.6ha 

石川町駅 

案 内 図 ７ 



    提案区域 

位 置 図 

横浜女学院 

▲石川町駅 

横浜共立学園本校舎 

山手214番館 

横浜共立学園 

８ 



   提案区域 

現況の都市計画 （用途地域） 

凡例 

  第一種低層住居専用地域 

  第一種住居地域 

  近隣商業地域 

第一種住居地域 
建ぺい率60％・容積率200％ 

第一種住居地域 
建ぺい率60％・容積率200％ 

第一種低層住居専用地域 
建ぺい率40％・容積率80％ 

９ 



   提案区域 

現況の都市計画 （高度地区 （最高限）） 

凡例 

  最高限第１種高度地区 

  最高限第４種高度地区 

  最高限第６種高度地区 

第４種高度地区 

第４種高度地区 

第１種高度地区 
N 
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現況の都市計画 （防火地域及び準防火地域） 

凡例 

  準防火地域 

  指定なし    提案区域 

準防火地域 

指定なし 

11 



現 況 写 真 ① 

横浜共立学園 

横浜女学院 
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グラウンド 
（共立学園） 

③南側 

旧東校舎 
（共立学園） 

東校舎 
（共立学園） 

②南側 

本校舎 
（共立学園） 

現 況 写 真 ② 

首都高速 

①北側 

横浜女学院 

平成26年5月 撮影 

南棟 

③ 

① 

② 

撮影方向 

体育館 
（共立学園） 
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14 上 位 計 画 

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

【土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針】 
 

 「地域の歴史、文化資産や水際線、河川、丘陵等
の自然的環境を保全・活用し、個性と魅力にあふ
れた街づくりを積極的に展開する」 

14 



「横浜市都市計画マスタープラン 全体構想」 

 【都市の魅力の方針】 
 

 「歴史的、文化的、景観的価値の高い建造物
等の景観資源の保全と活用を図り、個性と魅
力ある街を目指します」 

上 位 計 画 15 



上 位 計 画 

「横浜市都市計画マスタープラン 中区プラン」 

   【山手地区 まちづくりの方針】 
   
 「山手を特徴づける歴史的建造物の保全を図 

 り、山手らしい景観形成を図る」 

 「学校や教会、博物館などの歴史性のある文 

 教的環境の保全に取り組む」 
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３ 都市計画提案の概要 

17 



 都市計画提案の概要 

① 用途地域の変更 

 第一種低層住居専用地域 
 建ぺい率４０％・容積率８０％ 

 第一種住居地域 
 建ぺい率６０％・容積率２００％ 

 第一種中高層住居専用地域 
 建ぺい率６０％・容積率１５０％ 

② 高度地区の変更 

 最高限第１種高度地区 
 (最高高さ10m・北側斜線5m＋0.6/1） 

 最高限第４種高度地区 
 (最高高さ20m・北側斜線7.5m＋0.6/1) 

 最高限第３種高度地区 
 (最高高さ15m・北側斜線7m＋0.6/1） 

③ 防火地域及び準防火地域の変更 

 準防火地域 
 指定なし 

 準防火地域 

④ 地区計画の決定 

 新規決定 
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事業検討案 （横浜共立学園）  

現状 建替え案 

南校舎 
（S.36竣工） 

山手 
214番館 

（S.2竣工） 

本校舎 
（S.6竣工） 

体育館 
（S.44竣工） 

グラウンド 

球技コート 

東校舎 
（H.4竣工） 

中
学
棟
 

（
H
7
竣
工
）
 

旧
東
校
舎 

（ 

24
竣
工
） 

S
 

※赤字はS.56の法改正以前の 
 旧耐震基準による校舎 

※今後、詳細な検討を行っていく中で変更となる可能性があります。 

山手 
214番館 

本校舎 

グラウンド 

礼拝堂（講堂） 
（階数:B1/1） 

体育館(地下) 
（階数:B2） 

新校舎 
（階数:B1/4） 

   
新築 

中
学
棟 

東校舎 
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体育館 

新校舎 

B-B’断面図 

道路 

グラウンド 

事業検討案 （横浜共立学園） 

体育館 

※今後、詳細な検討を行っていく中で変更となる可能性があります。 

A-A’断面図 

道路 

A 

A’ 

グラウンド 

東校舎 

B B’ 
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事業検討案 （横浜女学院）  

体育館 
（S.35竣工） 

南棟 
（H.23竣工） 

新館 
（S.36竣工） 

本館 
（S.39竣工） 

※赤字はS.56の法改正以前の 
 旧耐震基準による校舎 

幼稚園舎 
（S.47竣工） 

東館 
（S.47竣工） 

グラウンド 

グラウンド 

グラウンド 

現状 建替え案 

※今後、詳細な検討を行っていく中で変更となる可能性があります。 

グラウンド 

グラウンド 

礼拝堂・ 
幼稚園舎 
（階数:2） 

新館(下部) 
（階数:2） 

新館 
（階数: 4） 

本館 
（階数:B1/5） 

体育館 
（階数:1） 

   
新築 
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事業検討案 （横浜女学院） 

※今後、詳細な検討を行っていく中で変更となる可能性があります。 
  

体育館 

新館 
本館 

中庭 

新館（下部） 

新
館 

本館 

体育館 

礼拝堂・ 

幼稚園舎 

Ａ Ａ’ 

Ｂ 

Ｂ’ 

A-A’断面図 

礼拝堂・幼稚園舎 体育館 

B-B’断面図 

グラウンド 
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４ 都市計画提案評価委員会 
での評価 
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評価委員会における評価項目 

ア．横浜市のまちづくりの方針との整合 

キ．事業中の都市施設等への配慮 

イ．環境等への配慮 

ウ．周辺住民との調整及び概ねの賛同 

エ．事業実施の実現性 

オ．まちづくりへの寄与 

カ．適正な提案区域の設定 

ク．計画の合理性・担保性 

  総 合 評 価 

24 



評価の概要① 

 文教地区を形成する学校の存続と歴史的建造
物の保全・活用及び緑豊かな環境の保全を図
るため、用途地域等を変更し、地区計画を決
定することによって、本市のまちづくりの方
針に整合し、地域の特性や周辺に配慮した内
容となっています。 

 ただし、用途地域等及び地区計画については、
一部修正が必要となります。 

25 



 これらを総合的に評価した結果、提案さ
れた都市計画の内容に必要な修正を加えた
上で、都市計画の決定及び変更を行う必要
があると判断します。 

評価の概要② 26 



５ 都市計画市素案の概要 
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決定・変更する都市計画の内容と市の修正点 

決定・変更する 
都市計画の内容 

市が提案内容を修正した 
主な内容 

① 用途地域の変更 既存の用途地域及び高度地区の
区域との整合を図るため、区域
の一部を修正。 ② 高度地区の変更 

③ 防火地域及び 
  準防火地域の変更 

修正なし。 

④ 地区計画の決定 ・地区計画の区域の一部を修正。 
・壁面の位置の制限を修正。 
・提案された内容や地区計画の 
 目標等の整合を図るため、適 
 切な文言に修正。 
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      変更する区域 

変更前 変更後 

 第一種低層住居専用地域 

  建ぺい率40％ 容積率80％ 

第一種住居地域 

       建ぺい率60％  容積率200％ 

  第一種中高層住居専用地域     

         建ぺい率60％ 容積率150％ 

用途地域の変更 29 



変更前 変更後 

 最高限第１種高度地区 

   最高高さ10ｍ 北斜5m+0.6/１ 

 最高限第４種高度地区 

     最高高さ20ｍ 北斜7.5m+0.6/1 

 最高限第３種高度地区 

      最高高さ15ｍ 北斜7m+0.6/１ 

      変更する区域 

高度地区（最高限）の変更 30 



変更前 変更後 

指定なし  準防火地域 

      変更する区域 

防火地域及び準防火地域の変更 31 



地区計画とは 

地区の特性に応じて、建築物の用途、建ぺ

い率・容積率、高さなどの制限や、道路、

公園などについて、きめ細かく定める 
 

「地区レベルの都市計画」 

32 



 地区計画の目標  

 区域の整備、開発及び保全に関する方針  

 地区整備計画 

地区計画で定める内容 

・地区施設の配置及び規模 

・建築物等に関する事項 

・土地の利用に関する事項 

・歩道状空地 
・緑地 

・用途の制限 
・壁面の位置の制限 
・高さの最高限度 
・形態意匠の制限 
・緑化率の最低限度 

・樹林地、草地等の保全 

・土地利用の方針 
・地区施設の整備の方針 
・建築物等の整備の方針 
・緑化の方針 
・樹林地・草地等の保全に関する方針 
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地区計画の決定 （区域、名称、面積） 

地区計画の区域 

名称 山手町西部文教地区地区計画 
面積：約３.６ha 

横浜共立学園 

横浜女学院 
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地区計画の決定 （地区計画の目標①） 

 本地区は、中区の中央部、ＪＲ根岸線石川
町駅より南西約300ｍに位置し、横浜市都市
計画マスタープラン中区プランにおいて、学
校や教会などの歴史性のある文教的環境の保
全に取り組むとしている。 
 また、地域においても、歴史と緑あふれる
住宅・文教地区を形成していくことを目指し
ている。 
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地区計画の決定 （地区計画の目標②） 

 地区内には、開港まもなく創立された横浜
共立学園及び横浜女学院があり、建築当初か
ら学校施設として活用されている横浜共立学
園本校舎などの横浜市指定有形文化財である
歴史的建造物や、緑豊かな環境とが一体とな
り、文教地区としての環境を形成している。 
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 本地区計画は、老朽化が進む施設の更新を
契機に、安全性や学校機能の向上を図るとと
もに、歴史的建造物の保全・活用を行い、緑
豊かな環境や周辺の良好な街並みと調和した
文教地区としての教育環境の維持・向上を目
標とする。 

地区計画の決定 （地区計画の目標③） 37 



地区計画の決定 （土地利用の方針） 

１  周辺の良好な街並みと調和した文教地区
にふさわしい施設の立地を図る。 

 
２  開港以来の歴史や文化を伝える歴史的建

造物の保全・活用を行うとともに、既存樹
木等の緑豊かな環境を維持・保全すること
で、伝統と風格ある街並みの形成を図る。 

 
３  地域の防災性の向上に資する機能の導入

を図る。 

38 



地区計画の決定 （地区施設の整備の方針①） 

１ 安全で快適な歩行者空間となる歩道状 
 空地を配置する。 

２ 山手214番館と緑が 
 一体となった歴史的景 
 観を保全するため、 
 緑地１を配置し、山手 
 214番館を容易に望む 
 ことができる散策路を 
 整備する。 緑地１ 

39 



地区計画の決定 （地区施設の整備の方針②） 

３ 山手らしい緑豊かな沿道景観を維持・保全 
 するため、緑地２及び緑地３を配置する。 
  なお、緑地３については、潤いのある歩行 
 者空間を形成する。 

４ 近接する住宅地に対し、潤いのある空間を 
 創出するとともに、生徒及び地域住民が身近 
 な緑を感じることのできる緑地４を配置する。  

40 



地区計画の決定 （建築物等の整備の方針） 

 開港以来の歴史文化を伝える住宅・文教地区

としての環境や緑豊かな景観を保全・継承する

とともに、周辺の良好な街並みと調和した文教

地区にふさわしい施設を誘導するため、建築物

の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高

さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、及

び建築物の緑化率の最低限度を地区整備計画に

定める。 

 また、地域の防火性の向上に寄与する施設と

する。  

41 



地区計画の決定 （緑化の方針） 

 潤いと魅力ある緑豊かな環境と景観の形成 
に向けて、建築物の緑化率の最低限度を定める。 
 また、地区内の既存の緑の維持や斜面地や 
沿道等の緑化を積極的に行う。 
 
 なお、緑化率の算定の基礎となる緑化施設に
は、計画図に示す樹林地、草地等の区域内の緑
化施設を含めないものとする。 
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地区計画の決定（樹林地、草地等の保全に関する方針） 

 良好な自然環境を形成している緑地の保全
を図るため、樹林地、草地等については、適
切に管理し、保全に努める。 
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地区計画の決定 （地区施設①） 

歩道状空地 
幅員１．１ｍ 

延長約４０ｍ 

地区計画の区域 
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地区計画の決定 （地区施設②） 

緑地４ 
約３００㎡ 

緑地２ 
約１００㎡ 

地区計画の区域 

緑地３ 
約１５０㎡ 

緑地１ 
約９００㎡ 
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地区計画の決定 （建築物の用途の制限） 

 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

 

１ 学校、図書館その他これらに類するもの 

２ 保育所 

３ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す 

  る建築基準法施行令（昭和２５年政令第３８ 

  ８号）第１３０条の４に規定する公益上必要 

  な建築物 

５ 前各号の建築物に付属するもの 
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地区計画の決定 （壁面の位置の制限①） 

道
路
境
界
線 

道路境界線から 
2.5m以上後退 

建築物 

隣
地
境
界
線 

隣地境界線から 
1.5m以上後退 

建築物 
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地区計画の決定 （壁面の位置の制限②） 

隣
地
境
界
線 

隣地境界線から 
7.0m以上後退 

建築物 

道
路
境
界
線 

道路境界線から 
2.5m以上後退 

建築物 

東京湾平均海面 
  ＋45.5ｍ▼ 
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地区計画の決定 （建築物の高さの最高限度） 

高さ１５m以下 

建築物 

高さの最高限度 

真北方向の前面道路の中心線又は隣
地境界線の北側が第一種低層住居専

用地域である場合 

高さ１５m 

５m 

前面道路の中心線 
隣地境界線 

Ｎ 

1  

0.6  

左記以外 

建築物 

高さ１５m 

７m 

前面道路の中心線 
隣地境界線 

Ｎ 

1  

0.6  
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地区内及び周辺の歴史的建造物や自然、街並み

と調和のとれた景観を形成するため、建築物等の

形態意匠は次に掲げる事項に適合するものとする。 

１ 建築物の屋根、外壁及び柱並びに工作物の色

彩は、周辺との調和に配慮した落ち着いたもの

とすること。 

２ 横浜市指定有形文化財として指定された建築

物又は建築物の部分（以下「指定建築物等」と

いう。）以外の建築物又は建築物の部分は、指

定建築物等と調和する、又は引き立たせる形態

意匠とすること。 

地区計画の決定 （建築物等の形態意匠の制限①） 50 



地区計画の決定 （建築物等の形態意匠の制限②） 

３ 屋外に設ける建築設備の設置位置、設置方法

及び色彩は周辺との調和に配慮したものとする

こと。 

４ 屋外広告物の設置位置、設置方法及び色彩は

周辺との調和に配慮したものとすること。また、

屋上の広告物又は独立した屋外広告物は設置し

ないこと。 
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地区計画の決定 （建築物の緑化率の最低限度） 

  建築物の緑化率の最低限度   
１２％ 
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地区計画の決定（樹林地・草地等の保全に関する事項） 

１ 建築物その他の工作物の新築、 
  改築又は増築 
２ 宅地の造成、土地の開墾、土石 
  の採取、鉱物の掘採その他の土 

  地の形質の変更 
３ 木竹の伐採 

４ 水面の埋立て又は干拓 

５ 屋外における土石、廃棄物又は 
  再生資源の堆積 

 計画図に示す樹林地、草地等の区域内において

は、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障の

ある行為はしてはならない。 
樹林地・草地等 
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６ 今後の都市計画手続 
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公述申出書受付 
【２週間】 

意見書受付 
【３週間】 

都
市
計
画
市
素
案
説
明
会
（
本
日
） 

都
市
計
画
市
素
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】 

（
平
成
26
年
7
月
15
日
～
7
月
29
日
） 

公
聴
会
（
平
成
26
年
８
月
19
日
） 

 
※

公
述
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
開
催 

横
浜
市
都
市
計
画
審
議
会 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
都
市
計
画
案
の 

縦
覧
【
２
週
間
】 

条
例
に
基
づ
く
都
市
計
画
の
原
案
縦
覧 

（
地
区
計
画
の
み
）
【
２
週
間
】 

都
市
計
画
決
定
（
変
更
）
の
告
示 

意見書受付 
【２週間】 
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日 時 平成26年8月19日(火) 午後７時～ 

場 所 横浜女学院内 南棟 

期 間 平成26年7月15日(火)～7月29日(火) 

(土･日・祝日を除く 午前８時45分～午後５時15分) 

場 所 建築局都市計画課 
※都市計画課ホームページで「市素案の概要」をご覧になれます。 

 ◆都市計画市素案の縦覧 

 ◆公聴会 (※公述の申出があった場合に開催します。) 
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申 出 期 間 

（※期間必着） 

平成26年7月15日(火)～7月29日(火） 

(土･日・祝日を除く午前８時45分～午後５時15分) 

申 出 方 法 ・書面 (郵送又は持参) 
 指定の公述申出書(都市計画課窓口やホーム 
 ページ等で入手可)に記入の上、建築局都市 
 計画課へ      【７月29日(火)必着】  
・電子申請 
 都市計画課ホームページから手続可能 
     【７月29日(火）午後５時15分まで】 
 ※メンテナンス中(不定期)は、利用不可 

申出多数の場合 10名を超える場合、抽選を行います。 

※公聴会の開催の有無については、７月31日(木)以降に 
 都市計画課ホームページ又は都市計画課までお電話等でご確認ください。 

 ◆公述の申出 

関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。 
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問合せ先 

◇ 都市計画の内容・事業内容について  

 横浜市 都市整備局 都心再生課 
 （中区港町１－１ 市庁舎６階）  

  ＴＥＬ：０４５－６７１－２６７３ 

 横浜市 建築局 都市計画課 
 （中区相生町３－５６－１ ＪＮビル14階） 

  ＴＥＬ：０４５－６７１－２６５７               

 ◇ 都市計画手続について 
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